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項
と
し
て
取
り
上
げ
、
解
決
に
努
め

て
き
ま
し
た
。

　
　
回
目
に
当
た
る
今
年
の
強
調
事

65
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

▼
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

▼
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て

よ
う

▼
障
害
の
あ
る
人
の
自
立
と
社
会
参

加
を
進
め
よ
う

▼
同
和
問
題
に
関
す
る
偏
見
や
差
別

を
な
く
そ
う

▼
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解
を

深
め
よ
う

▼
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

▼
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
な
ど
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

▼
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対
す

る
偏
見
を
な
く
そ
う

▼
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権

に
配
慮
し
よ
う

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人

権
侵
害
を
な
く
そ
う

▼
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問

題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う

▼
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
を
な

く
そ
う

▼
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別
を

な
く
そ
う

▼
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
を
な
く
そ
う

▼
人
身
取
引
を
な
く
そ
う

▼
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
人
権

問
題
に
取
り
組
も
う

　
あ
な
た
の
人
権
は
守
ら
れ
て
い
ま

す
か
。
他
人
の
人
権
を
侵
し
て
い
ま

せ
ん
か
。
こ
の
機
会
に
、
人
権
に
つ

い
て
一
度
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

【
各
相
談
窓
口
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
】

　
み
な
さ
ん
が
、
こ
れ
は
人
権
問
題

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
た
り
、

困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
、
ま
た
、
子

ど
も
の
い
じ
め
問
題
で
の
悩
み
ご
と

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
次
の
番
号

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

胸
千
葉
地
方
法
務
局
佐
倉
支
局
（
緯

0
4
3
―
4
8
4
―
1
2
2
2
）。

胸
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

（
緯
0
5
7
0
―
0
0
3
―
1
1

0
）。

胸
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
緯

0
5
7
0
―
0
7
0
―
8
1
0
）。

胸
子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
（
緯
0

1
2
0
―
0
0
7
―
1
1
0
）。

　
ま
た
、
市
の
人
権
擁
護
委
員
へ
遠

慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

け
れ
ば
、
お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■問 
市
民
課
戸
籍
班
（
緯
内
線
2
3

2
・
2
3
3
）。

　
望
月
氏
は
、
平
成
　
年
6
月
よ
り
、

16

印
西
市
防
犯
組
合
組
合
長
と
し
て
、

今
年
9
月
ま
で
、
そ
の
職
務
に
ご
尽

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
感
謝
状
は
、
防
犯
活
動
に

関
し
、
特
に
功
績
が
あ
っ
た
み
な
さ

ん
に
対
し
て
、
千
葉
県
警
察
本
部
長

よ
り
、
贈
呈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　経済産業省では、平
成25年12月31日現
在で「工業統計調査」
を県、市区町村を通じ
て実施します。
　工業統計調査は、製
造業を営む事業所を対
象として、その活動実態を明らかにする
ことを目的としています。
　調査結果は、国や地方公共団体の行政
施策の重要な基礎資料として利用される
とともに、企業、大学などでの研究資料、
小・中・高等学校の教材など、広く利用さ
れているところです。
　12月中旬から1月にかけて調査員が
「調査員証」を携行してお伺いしますので、
ご回答をよろしくお願いいたします。
■問 情報管理課文書統計班（緯内線591・
592）。

　１２月１０日峨～３１日峨まで「冬の交通安全運動」を実施いたします。
年末は、交通量の増加に伴う混雑に加えて、飲酒の機会も多くなります。
　ドライバーのみなさん、飲酒後は絶対に運転してはいけません。命
を守るシートベルト・チャイルドシートの着用も忘れずに、早めにライ
トを点灯しましょう。
　また、高齢者の事故も多発しています。徒歩や自転車での夜間の外
出の際には、暗がりでも目立つように明るい服装・反射材の着用を心が
けましょう。
　一人ひとりが交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、高齢
者や子どもを交通事故から守りましょう。
■問 市民安全課市民安全班（緯内線712）。

第
　
回
人
権
週
間

65
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀

～
考
え
よ
う
相
手
の
気
持
ち

　
　
　
　
　
　
育
て
よ
う
思
い
や
り
の
心
～

　
国
連
は
、
世
界
人
権
宣
言
採
択
を

記
念
し
て
、
採
択
日
の
　
月
　
日
を

12

10

「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
加
盟
国
に
人

権
の
発
展
を
更
に
推
進
す
る
よ
う
呼

び
掛
け
て
い
ま
す
。

　
法
務
省
お
よ
び
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
は
「
人
権
デ
ー
」
を
最
終

日
と
す
る
一
週
間
を
「
人
権
週
間
」

と
定
め
、
世
界
人
権
宣
言
の
意
義
を

訴
え
る
と
と
も
に
人
権
尊
重
思
想
の

普
及
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
本
年
も
、　
月
4
日
～
　
日
の
1

12

10

週
間
を
「
第
　
回
人
権
週
間
」
と
し

65

て
、
市
町
村
お
よ
び
関
係
機
関
の
協

力
を
得
て
、
各
種
啓
発
活
動
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
人
権
週
間
に
は
、
そ
の

時
々
の
重
要
な
人
権
問
題
を
強
調
事

　千葉地方法務局佐倉支局と佐倉人権擁護委員協
議会では、人権週間にちなみ、特設人権相談所を
開設します。人権擁護委員・法務局職員が、みな
さんのご相談に応じます。お気軽にご相談くださ
い。
■時 12月4日我～10日峨（土、日曜日を除く）・
いずれも午前10時～午後4時。
■場 千葉地方法務局佐倉支局（佐倉市表町1―20―
11）。
■内 いじめ、親子・夫婦・扶養・相続などの家庭問
題、借地・借家・名誉・信用・差別・いやがらせ
など、人権上の問題や悩みごとなど。
※詳しくは下記まで。
■問 千葉地方法務局佐倉支局（緯043―484―1222）。

特設人権相談所を開設
いじめ、親子・夫婦問題などの相談窓口  　

月
4
日
～
　
日
は
「
人
権
週
間
」

12

10

 は
ぐ
く
も
う
「
心
を
知
る
心
」

冬の交通安全運動冬の交通安全運動にに
ご協力くださご協力くださいい

許しません 飲酒運転 許す人

 防
犯
活
動
に
多
大
な
貢
献
　

 望
月
昇
治
氏
（
小
林
）
に
感
謝
状
の
贈
呈
　

　
ま
た
、
多
年
に
わ
た
り
防
犯
活
動

に
尽
力
さ
れ
た
功
労
に
よ
り
、
次
の

団
体
お
よ
び
み
な
さ
ん
が
表
彰
さ
れ

ま
し
た
。

　
今
後
も
安
全
で
安
心
な
街
づ
く
り

の
実
現
に
向
け
て
の
防
犯
活
動
に
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
敬
称
略
―

【
防
犯
功
労
団
体
表
彰
】

（
　
千
葉
県
防
犯
協
会
長
）

（公社）▼
中
央
駅
北
支
部

【
防
犯
指
導
員
等
報
奨
】　

（
　
千
葉
県
防
犯
協
会
長
）　

（公社）▼
板
倉
保
夫
（
木
下
支
部
）

▼
石
井
禮
夫
（
大
森
支
部
）

▼
小
松
塙
（
大
森
支
部
）

▼
軍
司
俊
紀
（
牧
の
原
支
部
）

■問 
市
民
安
全
課
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
班

（
緯
内
線
7
1
3
）。

▲望月昇治氏

工業統計調査へのご回答を外　
印
西
警
察
署
管
内
で
、
振
り
込

め
詐
欺
が
多
発
し
て
お
り
、
今
年

は
　
件
、
約
5
千
8
百
万
円
の
被

14
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

▼
ケ
ー
ス
①
息
子
や
孫
を
装
う

「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」

　「
風
邪
で
声
が
変
な
ん
だ
」「
電

話
番
号
が
変
わ
っ
た
の
で
、
登
録

し
て
お
い
て
」
と
電
話
の
後
、

　「
会
社
の
お
金
が
入
っ
た
バ
ッ

ク
を
電
車
内
に
置
き
忘
れ
た
」

　「
友
だ
ち
の
借
金
の
保
証
人
に

な
っ
て
い
て
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

　
こ
の
よ
う
に
、
お
金
が
急
に
必

要
に
な
っ
た
と
告
げ
て
、
振
り
込

み
を
依
頼
し
た
り
、　「
知
人
（
バ

イ
ク
便
な
ど
）
に
取
り
に
行
か
せ

る
か
ら
渡
し
て
」
な
ど
と
現
金
の

手
渡
し
を
指
示
し
ま
す
。

怯
対
処
方
法

　
ま
ず
「
事
実
か
ど
う
か
確
認
す

る
こ
と
」
で
す
。
緊
急
時
の
連
絡

先
と
し
て
、
本
人
の
携
帯
電
話
番

号
や
勤
務
先
の
電
話
番
号
、
友
人

の
連
絡
先
な
ど
を
把
握
し
て
お

き
、
い
つ
で
も
確
実
に
連
絡
が
取

れ
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
電
話
が
つ
な
が
ら
な
い
、
連

絡
先
が
分
か
ら
な
い
な
ど
で
、
連

絡
が
取
れ
な
い
場
合
に
は
、
す
ぐ

に
警
察
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ケ
ー
ス
②
「
還
付
金
詐
欺
」

　
保
健
セ
ン
タ
ー
職
員
を
名
乗

る
人
物
か
ら
「
医
療
費
の
返
金
手

続
き
書
類
が
届
い
て
い
な
い
の

で
、
○
○
番
号
へ
電
話
し
て
、
返

還
手
続
き
を
し
て
欲
し
い
」
と
の

電
話
が
あ
り
、
指
定
さ
れ
た
電
話

番
号
に
か
け
た
。

　
対
応
し
た
男
性
に
「
返
金
は
本

人
確
認
が
必
要
な
の
で
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
現
金
自
動
預
払
い
機
）
を
利
用

し
て
本
人
確
認
す
る
」
と
言
わ
れ
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
前
で
再
び
電
話
、
指
示
さ

れ
る
ま
ま
に
操
作
し
現
金
を
、
振

り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
こ
れ
は
市
内
で
実
際
に
起
き

た
事
例
で
す
。
犯
人
は
あ
た
か

も
税
金
な
ど
を
還
付
す
る
な
ど

の
手
続
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に

装
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し
ま
す
。

誘
導
後
、
携
帯
電
話
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
の

操
作
を
指
示
し
て
、
自
己
の
口
座

か
ら
犯
人
の
口
座
へ
現
金
を
振

り
込
ま
せ
よ
う
と
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
市
役
所
な
ど
官
公
庁

が
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
指
示
す
る

こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

怯
対
処
方
法

　「
お
金
」「
カ
ー
ド
」「
Ａ
Ｔ
Ｍ
」

の
話
が
出
た
ら
、
詐
欺
の
疑
い
が

あ
り
ま
す
。
迷
わ
ず
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

■問 
印
西
警
察
署
生
活
安
全
課
（
緯

碓42 
0
1
1
0
）。

 振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
鎧


